
32.　6.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

7月の お気軽に
　  無 料 相 談
お 気 軽 に
　  無 料 相 談
お 気 軽 に
　  無 料 相 談

相談内容 相談日 時間 会場 相談員 問い合わせ先

耐震相談 7 月は実施しません 東久留米建築
設計協会会員

同協会事務局・
桑原建築設計事
務所
☎476・1515

教育相談
※電話相談も可。

火曜～　
 土曜日

午前10時～
午後 5時
（滝山のみ
水曜日は
6時まで）

中央相談室

（成美教育文化会館内教育センター）教育相談員
中央相談室
☎473・3667

月曜～　
 金曜日

滝山相談室
（西部地域センター内）

滝山相談室
☎475・8909

母子・父子相談 開庁日 午前 8時半
～午後 5時

児童青少年課
（市役所 2階）

母子・父子
自立支援員

児童青少年課
☎470・7736

身体障害者相談 10日（金）
午前10時～
正午 市役所 1階相談室

身体障害者
相談員

前月末までに
障害福祉課
☎470・7747、
ファクス
475・8181知的障害者相談 8 日（水） 知的障害者

相談員
心身障害者（児）
相談 平日

午前 9時～
午後 5時

さいわい
福祉センター

さいわい福祉
センター支援員

同センター
☎477・2711

職業相談 開庁日 市役所 2階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員 ※直接会場へ。

住宅増改築相談 9 日（木）午前10時～
正午、
午後 1時～
4時

市役所 1階
屋内ひろば

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

※直接会場へ。

消費者相談
※電話相談。 平日

生活文化課
（市役所 2階）

消費生活
相談員

市消費者
センター
☎473・4505

行政相談 8 日（水）午前10時～正午 行政相談委員 生活文化課
☎470・7738

妊婦訪問 希望する方は右記へ
問い合わせください。 ご自宅 助産師・

保健師
健康課
保健サービス係
☎477・0022赤ちゃん訪問

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 9時～

午後 4時
福祉総務課
（市役所 1階） 相談支援員 福祉総務課

☎470・7741

相談内容・定員 相談員 予約開始日 相談日 時間 会場 問い合わせ先

法律相談
（各日 8人） 弁護士

6月25日（木） 1日（水）8日（水）
午前10時から

市役所 2階
相談室

各予約開始日
の午前 8時半
から電話で
生活文化課
☎470・7738

7 月 9 日（木）15日（水）22日（水）
不動産・相続・会社の
登記等相談（ 5人） 司法書士

6月23日（火） 1日（水）
午後 1時から

表示登記・土地の
境界等相談（ 4人） 土地家屋調査士 午前10時から

相続・遺言・成年後見
等手続き相談（ 5人） 行政書士 7月 2日（木） 8日（水）

午後 1時から
税務相談（ 5人） 税理士 7月 7日（火）

15日（水）人権・
身の上相談（ 4人） 人権擁護委員 7月 9日（木） 午後 1時半

から
不動産取引相談（5人） 宅地建物取引士 6月25日（木） 2日（木）

午後 1時から
交通事故相談（ 5人） 弁護士

7月16日（木）22日（水）年金・労災・雇用・保険・
人事管理等相談（ 4人）社会保険労務士 午前10時から

女性の悩みごと相談
（各日 5人）

女性
カウンセラー

6月17日（水）
6日（月）午前10時～午後 4時半

市役所 2階
相談室

各予約開始日
の午前 9時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎472・0061

13日（月）
午前10時半～
午後 4時半7月 1日（水）20日（月）27日（月）

女性弁護士による
法律相談（ 4人） 女性弁護士 6月19日（金） 3日（金）午前 9時半～午後 0時半

経営相談 市商工会
経営指導員 前日までに 平日 午前10時～

午後 4時
東久留米市
商工会館

市商工会
☎471・7577

　
【
申
請
に
必
要
な
書
類
】負
担
限

度
額
認
定
申
請
書
兼
同
意
書
▼
通

帳
の
写
し
（
銀
行
名
・
名
義
人
・

最
終
残
高
な
ど
が
分
か
る
直
近
2

カ
月
以
内
の
も
の
）
▼
そ
の
他
、

預
貯
金
等
に
含
ま
れ
る
も
の
が
確

認
で
き
る
書
類（
左
下
表
3
参
照
）

更

新

の

方

に

は

申
請
書
を
送
付
し
ま
す

　

現
在
、
軽
減
制
度
を
利
用
し
て

い
る
方
（
負
担
限
度
額
認
定
証
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
）
の
負
担

限
度
額
認
定
の
有
効
期
限
は
7
月

31
日
（
金
）
で
す
。
対
象
の
方
に

は
、
6
月
末
ま
で
に
「
更
新
申
請

の
お
知
ら
せ
」（
申
請
書
同
封
）

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
に
応

じ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

利

用

者

負

担

第
4
段
階
の
方
に

対
す
る
特
例
減
額
措
置

　

次
の
①
〜
⑥
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
方
は
、
利
用
者
負
担
第
4

段
階
で
も
、
食
費
か
居
住
費
（
部

屋
代
）、
ま
た
は
そ
の
両
方
に
つ

い
て
利
用
者
負
担
第
3
段
階
の
負

担
限
度
額
を
適
用
し
ま
す
。

　
【
要
件
】①
世
帯
の
構
成
員
が
2

人
以
上
②
介
護
保
険
施
設
に
入
所

（
入
院
）
し
、
利
用
者
負
担
第
4

段
階
の
食
費
・
居
住
費
を
負
担
し

て
い
る
（
短
期
入
居
サ
ー
ビ
ス
を

除
く
）
③
世
帯
の
年
間
収
入
か

ら
、
施
設
の
利
用
者
負
担
（
施
設

サ
ー
ビ
ス
費
・
食
費
・
居
住
費
の

ス
（
短
期
入
所
生
活
〈
療
養
〉
介

護・介
護
予
防
短
期
入
所
生
活〈
療

養
〉
介
護
）

　
【
認
定
要
件
】世
帯
全
員
が
市
民

税
・
都
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
こ

と
▼
住
民
票
上
の
世
帯
が
異
な
る

（
世
帯
分
離
し
て
い
る
な
ど
）
場

合
の
配
偶
者
が
市
民
税
・
都
民
税

非
課
税
で
あ
る
こ
と
▼
預
貯
金
な

ど
が
単
身
で
1
0
0
0
万
円
以

下
、
夫
婦
で
2
0
0
0
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と

　

な
お
、「
第
2
段
階
」「
第
3
段

階
」
の
利
用
者
負
担
段
階
（
負
担

限
度
額
）
の
判
定
に
、
非
課
税
年

金
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
）
が

収
入
と
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
（
左

表
2
参
照
）

　

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
の
う
ち
、
市
民
税
・
都
民
税
が

非
課
税
の
方
は
、
食
費
・
居
住
費

（
部
屋
代
）
の
軽
減
制
度
（
負
担

限
度
額
認
定
）
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
軽
減
制
度
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

　
【
負
担
限
度
額
】所
得
区
分
に
応

じ
て
食
費
・
居
住
費
（
部
屋
代
）

の
負
担
限
度
額
（
施
設
に
支
払
う

1
日
当
た
り
の
自
己
負
担
額
の
上

限
）
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
左

表
1
参
照
）

　
【
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
】施
設

サ
ー
ビ
ス
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
・
介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護

医
療
院
・
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
）
▼
短
期
入
所
サ
ー
ビ

納
付
に
ご
協
力
を

　

6
月
30
日
（
火
）
は
、
市

民
税
・
都
民
税
第
1
期
の
納

期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融

機
関
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵

便
局
）、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
納
付
が
困

難
な
方
は
、
猶
予
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課
☎
4
7

0
・
7
7
3
0
へ
。

　
【
勤
務
場
所
】市
立
保
育
園

　
【
勤
務
内
容
】保
育
園
児
の
健
康

管
理
な
ど
に
関
す
る
こ
と

　
【
資
格
】看
護
師
資
格
を
有
す
る

方
　
【
募
集
人
数
】1
人

　
【
報
酬
な
ど
】月
額
22
万
2
0
0

0
円
（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と

期
末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

　

申
し
込
み
は
、
履
歴
書
（
写
真

貼
付
）
と
看
護
師
免
許
証
の
写
し

を
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
2

階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は

返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
施
設
給
付
係
☎

4
7
0
・
7
7
4
5
へ
。

市
立
保
育
園
看
護
師

（
会
計
年
度
任
用
職
員
専
門
職
）

　
【
任
用
期
間
】任
用
決
定
（
要
相

談
）
〜
3
年
3
月
31
日
（
再
度
任

用
の
場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
日
時
】祝
日
を
除
く
月
曜

〜
土
曜
日
の
う
ち
月
16
日
（
シ
フ

ト
勤
務
あ
り
）
午
前
8
時
半
〜
午

後
5
時
15
分

年
額
合
計
）
の
見
込
み
額
を
除
い

た
額
が
80
万
円
以
下
④
現
金
、
預

貯
金
な
ど
の
額
が
世
帯
で
4
5
0

万
円
以
下
⑤
居
住
の
用
に
供
す
る

家
屋
、
そ
の
他
日
常
生
活
に
必
要

な
資
産
以
外
に
利
用
し
得
る
資
産

を
所
有
し
て
い
な
い
⑥
介
護
保
険

料
を
滞
納
し
て
い
な
い

　

負
担
限
度
額
の
適
用
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
要
件
を
全
て
満
た

す
方
は
介
護
福
祉
課
（
市
役
所
1

階
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
4
7
0
・
7
7
5
0
へ
。

ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
る
方
に
は「
個

人
番
号
通
知
書
」
の
送
付
に
よ
っ

て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
通
知
い
た

し
ま
す
。
た
だ
し
、「
個
人
番
号
通

知
書
」
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明

す
る
書
類
と
し
て
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
市
民
課
住
民
記
録
係

☎
4
7
0
・
7
7
2
2
へ
。

　

法
改
正
に
と
も
な
い
、
5
月
25

日
に
通
知
カ
ー
ド
は
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。
通
知
カ
ー
ド
の
取
り
扱
い

が
変
わ
り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
【
取
り
扱
い
】通
知
カ
ー
ド
の
新

規
交
付
、
再
交
付
、
氏
名
・
住
所

等
の
変
更
手
続
き
が
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。
通
知
カ
ー
ド
は
、
記

載
さ
れ
た
氏
名
・
住
所
等
が
住
民

票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
と
一

致
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し

て
引
き
続
き
使
用
で
き
ま
す
。
ま

た
、
受
け
取
ら
ず
、
市
民
課
に
返

戻
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
は
、
暫
定

的
に
保
管
を
し
て
い
ま
し
た
が
、

廃
止
後
に
廃
棄
し
ま
し
た
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

　
【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
方
法
】 

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
カ
ー
ド

を
ご
申
請
い
た
だ
く
か
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
入
り
の
住
民
票
を
取
得
し

て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
出
生
等
で
初
め
て
マ
イ
ナ

 表1　介護保険施設における1日当たりの段階別負担限度額 （円）

 表2　非課税年金の例

 表3　預貯金等の資産の例

（※1）基準費用額とは、施設の平均的な費用をもとに国が算定したものです。  
（※2）カッコ内は介護老人保健施設、介護療養型医療施設または介護医療院の場合です。 

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
を 

利
用
し
て
い
る
方
（
入
所
者
）
へ

〜
食
費
・
居
住
費
（
部
屋
代
）
の 

軽
減
制
度(

負
担
限
度
額
認
定
）
に
つ
い
て
〜 

区分段階
食費

居住費 (部屋代 )

所得区分
利用者
負担段階

ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型個室
(※ 2)

多床室
( ※ 2)

基準費用額
(※ 1) 1,392 2,006 1,668

1,171 855
(1,668) (377)

住
民
税

世帯課税者 第 4段階 軽減なし (施設との契約額を支払います )

世
帯
非
課
税
者

合計所得金額と公的年
金収入額(課税年金・
非課税年金)が年間80
万円超

第 3段階 650 1,310 1,310

820
370

(1,310)

合計所得金額と公的年
金収入額(課税年金・
非課税年金)が年間80
万円以下

第 2段階 390 820 490
420

370
(490)

老齢福祉年金受給者 第 1段階 300 820 490 320 0
生活保護受給者等 (490)

非課税年金に含まれるもの
(社会保険料を拠出した対価として支払われるもの )

国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく
遺族年金・障害年金 (名称に「寡婦」「かん夫」「母
子」「準母子」「遺児」とあるものを含む )

非課税年金に含まれないもの

上記に該当しない年金のほか「弔慰金」や「給付金」

預貯金等に含まれるもの
(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象 )

確認方法
(価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます )

預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し )
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって
時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告

※負債（借入金・住宅ローンなど）は、預貯金等から差し引いて計算します（借用証書などで確認）。 
※生命保険、自動車、貴金属（腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの）、その他高価な価値のあるもの（絵画・骨董品・家財など）は預貯金等には含みません。 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー(

個
人
番
号)

通
知
カ
ー
ド

の
廃
止
に
つ
い
て


